
第１部 金融庁の組織及び行政運営 
 

第１章 金融庁の組織 
 
第１節 金融庁の組織（資料１－１－１～３参照） 
 
Ⅰ  概要 

 
金融庁は、平成12年７月に、金融再生委員会に置かれていた金融監督庁と大蔵省金融

企画局を統合して設置され、さらに、13年１月の中央省庁再編に当たり、金融再生委員

会は廃止され、改めて内閣府の外局として設置された。 
金融庁には、内閣府設置法第53条第３項の内部部局として、総務企画局、検査局及び

監督局の３局のほか、同法第54条の審議会等として、証券取引等監視委員会、公認会計

士・監査審査会、金融審議会、自動車損害賠償責任保険審議会、金融機能強化審査会及

び企業会計審議会が置かれており、18年度末現在、全体で一般職1,340名及び特別職５

名（証券取引等監視委員会の委員長及び委員２名、公認会計士・監査審査会の会長及び

常勤委員１名）の体制となっている。 
 
Ⅱ  特命担当大臣 

 
内閣府設置法第11条により、金融庁の所管する事項及び内閣補助事務たる金融の円滑

化を図るための環境の総合的な整備に関する事項については特命担当大臣を必置とし、

当該特命担当大臣がこれらの事務を掌理することとされている。 
 
Ⅲ  所掌事務 

 
金融庁は、金融制度の企画立案から検査・監督・監視の実施機能までを一貫して担う

とともに、銀行、保険及び証券等の分野を横断的に所管し、金融行政を一元的に遂行し

ている。 
なお、金融破綻処理制度及び金融危機管理に関する企画立案及びそれに関連する事務

は、金融庁と財務省との共管とされたが、財務省が所掌するそれらの事務は、財政、国

庫、通貨・外国為替等の観点からのものとされている。 
 
Ⅳ  組織編成の特徴 

 
金融庁は、金融システム改革の進展等を踏まえ、従来型の銀行・保険・証券といった

縦割り型の組織ではなく、企画・検査・監督・監視といった機能別組織編成を採用して

いる。これにより、制度の企画立案・検査・監督・監視の各部局が相互に適切な緊張関

係を確保しつつ、密接な連携を図る組織的基礎が作られている。 
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第２節 平成19年度の体制整備（資料１－２－１参照） 
 

金融サービスの利用者保護を図り、利用者が安心して安全に取引を行うことができるよ

う、市場監視機能の強化及び消費者保護施策等の推進、並びに郵政民営化への対応を中心

に、以下のとおりの体制整備が認められた。 
 
（１）市場監視機能の強化〔41人〕 
 

   ① 「基本方針2006」や金融商品取引法の施行に伴う規制対象の拡大等を踏まえ、証

券取引等監視委員会事務局に次長を設置（２次長体制）するなど証券市場監視体制

を大幅に強化するとともに、監督体制を整備。 
 
  ② 恒常的に変貌を遂げている市場・企業開示に係る制度の企画立案体制を強化。 
 

（２）消費者保護施策等の推進〔９人〕 

  

① 貸金業の利用者保護のための検査・監督体制及び金融サービス利用者相談の体制

を強化するとともに、消費者保護施策等の推進に関する制度の企画・立案体制を強

化。 

 

 （３）郵政民営化への対応〔12人〕 

 

    郵政民営化法により金融庁の監督対象となる郵便貯金銀行及び郵便保険会社に対   

し的確な監督を実施するため、総務企画局参事官（郵便貯金・保険監督担当）を設置

するなど、郵便貯金銀行及び郵便保険会社に対する検査・監督体制を整備。 

    

 18年度末定員 19年度増員 計画削減・振替等 19年度末定員

総務企画局 ３０４ １０ ▲１８ ２９６ 

検 査 局 ４５４ ８ ▲１１ ４５１ 

監 督 局 ２２１ １６ １ ２３８ 

証券取引等監視委員会 ３１８ ２６ ▲３ ３４１ 

公認会計士・監査審査会 ４３ ４ － ４７ 

計 １,３４０ ６４ ▲３１ １,３７３ 

  （注）総務企画局の「計画削減・振替等」には、計画削減及びＦＩＵの警察庁への移管に

伴う振替減等が含まれている。 
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